
１　目　　   　的　　　　 山形県立河北病院と寒河江市立病院の統合再編及び新病院整備に関する協議

２　設 立 期間　　　　 令和６年度 ～ 令和７年度

３　協 議 事 項　　　　 ①基本構想及び基本計画の策定　、　②①の策定に際し必要となる診療機能、立地条件及び運営形態等　、　③その他、協議会が必要と認める諸課題

４　協議会構成 　　

   （随時）

　・運営委員会のもと、専門的事項について検討及び調査を行う。
　・部会員は、山形県及び寒河江市並びに山形大学の職員の中から指名された者をもって組織する。
　《構成》

５　事務局

部会全体のとりまとめ、立地条件（敷地利用計画等）、施設整備及び整備事業計画（整
備事業費（費用負担を含む）、整備事業スケジュール、開院後の事業収支等）　等

山形県立河北病院及び寒河江市立病院の統合再編・新病院整備に関する協議会について　

１　協議会
　・山形県及び寒河江市が協議会を設ける。
　・協議会の意思決定は、山形県知事及び寒河江市長の協議により行う。

協　議　会　の　構　成 構　成　の　考　え　方

３　部　会

　・協議会の事務を総理する。
　・山形県健康福祉部医療政策課及び寒河江市健康増進課内に置く。

基本理念・方針、診療規模・機能、診療科構成、病床数と病棟構成、整備移行期間の
対応（医療機器更新等）　等

４　関係者との意見交換の場
・西村山地域の医療提供体制のあり方及び新病院整備について、随時、関係者との意見交換の場を設ける。
　《関係者》
　　山形大学、山形県医師会、寒河江市西村山郡医師会、山形県看護協会、山形県立中央病院、
　　河北町、西川町、朝日町、大江町、関係者が推薦する団体　など

部 会 調査検討事項

２　運営委員会
・協議会の協議事項についての検討及び調整等を行う。
　《構成》
　◎山形県（５名）
　　病院事業管理者、健康福祉部長〔委員長〕、医療統括監、村山保健所長、山形県立河北病院長
　◎寒河江市（５名）
　　副市長、病院事業管理者、寒河江市立病院長、福祉国保課長、寒河江市立病院事務長
　○陪席参加　※必要に応じて陪席参加を求めることができる。
　　４町（河北町、西川町、朝日町、大江町）の副町長又は医療・健康福祉担当課長職にある者

医 療 機 能 部 会

総 務 管 理 部 会

　※各部会に、必要な項目ごとにワーキンググループを設置して検討を行う（令和７年度）。

運営形態（構成団体、財政負担等）、人員計画、広報、整備移行期間の対応（採用計画
等）　等

合　同　部　会

部 会
（専門的事項に係る調査検討）

運 営 委 員 会
（検討・調整）

知 事 ・ 市 長
（意思決定）
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